
認定特定非営利活動法人 病気の子ども支援ネット 遊びのボランティア

役員報酬規程

1。 目的

この規程は、NPO法人病気の子ども支援ネット 遊びのボランティア定款第 3章第 19
条に基づき、 役員報酬について、基本事項を定める。

2.役員の定義

この規定でいう役員とは理事および監事とする。

3.役員の報酬

役員の報酬は当面の間、支給しない。

附則

この規程は平成 27年 4月 1日 から施行する



認定特定非営利活動法人 病気の子ども支援ネット遊びのボランティア

職員給与規程

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人 病気の子ども支援ネット遊びのボランテ

ィアの職員の給与及び賞与等(以下、「給与等」という)に関する事項について定めた

ものである。

(適用範囲)

第2条 この規程は、役員として定款の定める方法により選任された者、また職員として

採用された者に対して適用する。

(給与等の定義)

第3条 この規程で給与等とは、労働の対価として職員に支払われるものをいう。

(均等待遇)

第4条 役員、及び職員の性別、国籍、信条、または社会的身分を理由として、給与に

おいて差別的扱いをすることはない。

(給与の決定)

第5条 職員の給与の決定については以下の通りである。

職員の勤務形態に応じて、理事会で雇用契約書を定める。

(給与の計算期間、及び締切日)

第6条 給与等計算期間は、毎月1から末日までとし、末日を締切日とする。

(給与の支払 日)

第7条 給与等は、締切 日の翌月10日 に支払う。但し、支払 日が土曜日・日曜日・祝 日

などで、銀行が休 日の時は、その休 日の前日に支払う。

(職員給与規程の変更について)

第8条 職員給与規程について、別段定めのない事項については、理事会の決議に

おいて変更・追加をすることができる。

附 貝1

改訂履歴 平成27年 3月 29日 改定



特定非営利活動法人病気の子ども支援ネット

遊びのボランティア 事 業 年 度
令和 2年 4月 1日

3月 31日

3年
法人名

書式第 17号 (法第 55条関係)

54 2 3 を記載した書類

1 資金に関する:事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

1

(1)収益の源泉別の明細

収 益 源 泉 の 内 訳 金 額

会費 120,000円

寄付金 8,083,667円

助成金 100,000円

事業収益 31,200円

― 効 利息―一
― ―

_ 92

円

円

円

円

円

円

円

円

円

△
ロ 計 8,334,959円

(2) 金

劇ヒ
1日 先 金    額入

円

円

円

円

円

円計
ノゝ
ロ

該当なし

そ

32 していま 以下同 じ



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の議渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

資産の譲渡に係る料金及

け に る

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

料 金

円

円

円

条  件  等

円

円

円

円

円

円

該当なし

譲 渡 資 産 の 内 容

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

ら で の とのロ

(1)収益の生ずる取 |の 5

(2)費用の生ずる取引の 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 産の譲渡 資産を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額

1.517.539

1.500.000

1.450.000

200.000

取引内容等

寄付金

寄付金

寄付金

寄付金

寄付金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

4,320,000円 給与

1,066,625円 事務所 家賃、更新料

1,232,424円 社会保険料

114,400円 書籍購入

120,196円 携帯電話代



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

対 価 の 額 役務提供の内容等住所又は所在地

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等

該当なし

法人との

関  係

役務の提

供年月日



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20 で の

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

1人 4,320,000円

び当5 るるに

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

該当なし



6 した る事項 した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への送
。つ

実  施  日 使 途 金   額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営利活動法人病気の子ども支援ネット遊びのポランティア

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会針士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

3運聾剛覇翔蠍男障理| し していること

チェッタ欄

⌒

tノ

イ

〇 各欄D人数等|よ 第3表付表1「役員の状況」から転配してくださしヽ

日

項  日 最も人数が多

い「親族等」

のグループの

人数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

役員数

(②÷①

① ② ③ ④

区  分

③ 2020年 4月 1日 ～2021年 3月 31日 7人 0人 0% 0人

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人

割 合

④÷①)

⑤

0%

%

%

%

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

人 人 %

人 %

申 請 時
人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ①

上記を証する書類の名称とその内容等
はVヽ

いいえ

はい はい

いいえ

はい

いいえ
定款第28条 各正会員の表決権は平等な

ものとする
いいえ

◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条。58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

(潤目HttD
・認定基準等チエック表 (第 3表):よ 法第関彙第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても融 び添付

する必要があります。その場合、上記口の記慟の麟日まありません.

・認定の有効期間の関新の申請に当たつて|よ 法第
"彙

第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書詢 に配載した事項について、

改めて記職する必要はありません。



第3表

(潤目目口D
認定の有効期間の更新の申請に当たつて|よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員囀日腕層嬰亭提出書畑)に配載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

エ 3

項
口
【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえκゝ
じ/

帳簿書類の備付け、取引の記録及び恨簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行っている

19
しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 日 ③ ⑮ ◎ ④ ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、「臓簿日載偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有。e 有 。無 有 。無 有・無 有・無 有。無

ハ

記 載 要 領 注 意 事 項項    日

区分欄の「④」から輌◎」欄にIよ 実績判定勢:間の各事

業年度 (又は各年)を記載しま・九

第3表付表1「役員の状1知 を記載して、「①」、輌②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みま・九

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄にIよ 例え

ば、「定款 (又は会員0第○条に正社員の表決権 (又|ま議決

権)は平等に一票を与えると規定」のように記載しま・九

① 「会計について公認会言1士又は監査

法人の監査を受けている」の [|力 上

に「q」丞塑包.壺鰹菫迦野肇埜

位L墨≦二望L
② n帳簿書類の備イ憫す、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「|れュにじL
L塑:垂:蟹営菫:」:L」菫旦自[奎菫:L」Ш:聾誕:

織σ)状:地 を記載し添付してくださし、

)\a#Jfil 該当する一方を「〇」で囲みますじ

なお、「①」から「◎りについては、上記イに記載する各

期間 (n④」から輌◎」)を示したものです。

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、輌①」から「◎」については、上記イに記戟する各

期間 (5④」から「◎」)を示したもの・0九



法人名 特定非営利舌1法人盲気の子ども支援ネット遊び0ボランティア ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数

(1)最 も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

の親族等」のグループの人数

7人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、改めて記載する必要はありません。

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

① ⑮ ◎
就任・退任

① ◎ 申請時

18.5.2S

祓任/現在

18.5.23

晨任/現在

18.5.23

就任/現在

23.7.1

就任/現在

23.7.1

載任/現在

坂上和子 理事長

高谷耕造 理事

茨木尚子 理事

山本充子 理事

木村侑司 理事

○

○

○

○

○

砂場泰浩

伊藤秀明

監事

監事

○

○

19,7.1

就任/現在

23.7.:

摯f″現在



書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

ツ ンティア

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

現金出納帳 手書きノー ト 随時 10年

総勘定元帳 会計ソフト

弥生会計使用

ルーズリーフ

随時 10年

10年賃金台帳 エクセル使用

ノレーズリーフ

毎月

仕訳日記帳 会計ソフト

弥生会計使用

ルーズリーフ

随時 10年



法人名 特定非営利活動法人病気の子ども支援ネット遊びのボランティア チェック1籠

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又閾政治活動等を行つていないこと
0

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の議演等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が∞%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額のЮ%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

⑮ ◎ 申宙事寺① ◎③
口

【項

有・ 無 有 ・ 無有・ 無有 。無有 ・ 無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教|ヒ育成する活動 9有

有 。無 有 。無有 。無 有 。無 有 。無有 θ
政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに,又丸
「

す
い
る活動

有 。無有 ・ 無
特定の公職の候補1若若しくは公職に

ある者又は政党を棒薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有 9 有 ・ 無 有 。無有 ・ 無

項 日 ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申富申寺

役員の職務の内容、職員に文,け
‐
る給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及0薄礫嚇邑模が類1以する他の法人の役員に文・け
い
るI報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して糊 lJCオ:益の洪与の有無

有。c

役員等又は役員等が力配する法人に対しその対価の額藤当該資産の

その譲渡の時における価額に比して暑しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有・努

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して補調|」の利益の供与の有無
有。9

営利を日的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又lま特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に夷ける寄附の有無
有0

有 。無 有。無 有。無 有 。無 有 。無

有。無 有。無 有。無 有 。無 有・無

有・無 有・無 有・無 有・無 有。無

有 。無 有 。無 有 。無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) 圃 コ

(注意1中D
。「認定基準時チエック表 (第 4表)」 :ム 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程簿提出書類)の提出時においても配載及び

添付する必要があります。その場合、曜瞬」痺噂チエツク表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありません。

・認定の有効期間の更新の申請に当たって|よ 法第55彙第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書0に記載した事項について、

改めて配載する必要はありません。



法人名 特定非営利活動法人病気の子ども支援ネット遊びのポランティア チェッタ欄

〇
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第郎条に規定する事業報告書等、

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議演等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

′ヽ を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、

の事柳折において閲覧させることに同意する。

正当な理由がある場合を除きこれをそ 同 意

しない
※閲覧に関する細則 (相ν嘴諷ID等がある場合には、その細隕llは

'嚇

眼:D等を添付してくださし、

① 事業報告書等 (事業報告書、財産日録、剣普対照表、活劇嬌1算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した断爾

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記1事項証明書の写D

各認定基準等にi齢する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

イ

ロ

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記栽した書類

らf陣業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

次の事項を記栽した書類

① 収益の用胡:」の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは割附若又はこれらの者の配偶考若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者着しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合言閣訪S"万円以上であるものに限る。)のM並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当諌職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外′ヽの送金又は金銭の持出しを行つた場合 (その命額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途飾酬こその実施日

ホ

① 助成1金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外′ヽの送金又は金銭の持出し(その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条051条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(】目目醸D
・認定基準等チェック表第5表は、法第騎条第1項に基づく書類 (役員報酬朗程鮮提出書類)の提出時に配載及び添付する必要があ

ります。
・認定の有効期間の更新の申請に当たってIよ 添付の必要はありません.



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 襴鬱1印1括勘法人

'記

子ども燿わ卜通勧り″ィア

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期

間が経過していること

事業年度 月 日～ 月 日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意l口D
・法第

"彙
第1項に基づく書類 (役員報酬規程簿提出1鵬Dの提出時に当たって:よ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)iよ

記載する必要はありません。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、目定基準等チェック表|(第 6表及び第8表)の記勲の画目まありません.また、法第

闘条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書わ に配載した事項について、改め・C耐 る必要はありません.

6 28条に規定する事業報告書等及び役員名 チェッタ欄

簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

特定非営禾1幅戦促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への

提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎

有 缶 有 ・ 無 有 征 有 缶 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッ湘

/ヽ
/ヽ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力で汗:l益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有

⌒

・く、ダ 有 缶 有 任 有 ・ 無 有 盤 有 ・ 無

○ 認定基準等チェック表 (第 7わ lム 法第
"条

第1項に基づく書類 (11』 l串田]り輌口捏自序

"L餞

111目DI(1嗜燿壼日
'キ

に言]ロロ贅,

び添付する必要があります。



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人病気の子ども支援ネット遊びのボランティア たッタ欄

ヽ
〓ノ

／
し|ま認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。

1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定
特定非営利涸助法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 20峰 条等い)若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又国国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等健2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その4」 並びに‐
洲し、

5

取 り

なります)。

ら3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暑力団又は暴力国の構成員等の統制下にある法人

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合

イ 認定特定井営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5
嬢

ハ
踵

年を経過しない書の有無

特定非瞥附舌醐熙進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法2“条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税着しくは地方税に関する

法律l曜販:したことにより、罰命刑に処せられ、その腕′勲 終`わつた日又はその執行を受けること

がなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

有

有

の

ロ

ハ

９

“ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい・ し¬

ｎ
０ ・ヽし

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該蹄納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
t*r,',.LBL

鮒
議

認定、仮認定又は認定の有就朗間の更新の申請時に、上饉4L」困ζ返】醸塵凛塵日量

`壼

主堂」蔓」睦量生と
「

る#"欄口月書を添付すること (役員潮剛樹課蓼朝日当書には添f寸不動

はい0
″
０ 国税に係る重加算税又は地方税に係る」り曖蛉:を課された日から3年を経過しない法人 。ヽし

6 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

イ はい 。し

ロ はい 。


